
◎利用者が濃厚接触者等となった場合の情報提供の流れ

・入院

・2週間の自宅（場合によっては施設で）待機

・濃厚接触者の特定

・濃厚接触者はPCR検査

・サービス休止の是非判断

・サービス休止の場合の代替サービス必要性の検討及び手配

・基本的にはサービス継続

・数日は、職員及び利用者の体調の経過観察を実施

・事業所とサービスの継続の可否について協議

・サービス休止の場合の代替サービスを事業所に確認

・自宅等での経過観察にあたり、サービス調整等の確認

・事業所が休止する場合は、他利用者のサービスの調整

・自宅等での経過観察にあたり、必要に応じたサービス調整

障がい者福祉課

PCR検査結果

※検査受験を知らせた場合

は、検査結果についても知

らせる。
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※状況によっては連絡

をしない場合もある。
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※基本的に連絡はしな

い。
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